
「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」の施行期日を定める
政令が閣議決定されました
第１９０回国会で成立した「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令が、１２月２０日、閣議決定されましたの
で、ご連絡を差し上げます。

内容につきましては、下記のとおりでございます。（詳細な内容については、別添資料をご参照ください。）

概要について

「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」において、建物状況調査（インスペクション）関係の規定について公布の日から２年以内、そ
れ以外の規定について公布の日から１年以内の政令において定める日から施行することとしているため、下記の通り施行期日を定めます。

（１）建物状況調査（インスペクション）に関する規定の施行期日を平成３０年４月１日とします。既存の建物の取引における情報提供の
充実を図るため、宅地建物取引業者に対し、以下の事項を義務付け。

●媒介契約において建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面の交付

●買主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明

●売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面の交付

（２）（１）以外の規定の施行期日を平成２９年４月１日とします。

●営業保証金・弁済業務保証金制度の弁済対象者から宅地建物取引業者を除外

●従業者への体系的な研修の実施についての業界団体に対する努力義務　　　　等

○スケジュールについて

≪公布≫

平成２８年１２月２６日（月）

≪施行≫

（１）建物状況調査（インスペクション）に関する規定：平成３０年４月１日

（２）（１）以外の規定：平成２９年４月１日

また、今回の閣議決定につきましては、国土交通省ホームページでも公開しておりますので適宜ご参照ください。

https://okinawa.zennichi.or.jp/?p=3001
https://okinawa.zennichi.or.jp/?p=3001
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